
＜測定方法の見直し関係＞

物　　質　　名 規制対象 主な用途 生産・輸入量 管理濃度
日本産衛学会、

ACGIH
その他

３・３’－ジクロロ－
４・４’－ジアミノジ
フェニルメタン

特化物

液状品：ウレタンエラストマー用硬化剤（ウレタ
ンゴム、タールウレタン、ウレタン床材、発砲ウ
レタン）
粒状品：ポリウレタンエラストマー用硬化剤、エ
ポキシ樹脂およびエポキシウレタン樹脂用硬化剤

（2016年版16716の化学商品、化学工業日報社）

1,000トン以上～2,000トン未満
（一般化学物質等の製造・輸入
数量（2017年度実績）経済産業
省）

0.005

mg/m
3

○日本産業衛生学会：
　　許容濃度

　　　0.005mg/m
3
 (1993年)

○ACGIH：
    TWA
      0.01ppm （1991年）

IARC：1（ヒトに対する発癌性が認
められる、2010年）

３・３’－ジクロロ－４・４’－ジアミノジフェニルメタンの概要
資料４


